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テ
ラ
ウ
ケ
シ
ョ
ウ
モ
ン
寺
請
誼
文

寺
前
献
と

も
宗
国
日
時
文
と
も
寺
穏
文
と
も
い
ふ
。
拙
山
政
の
時
、

寺
院
か
ら
そ
の
約
徒
た
る
こ
と
を
ね
明
じ
た
郵
政

で
、
放
行
中
故
防
を
生
じ
た
場
合
に
該
寺
院
が
責
任

を

μ
ふ
こ
と
を
認
め
で
あ
っ
た
。
叉
小
者

・
下
抑
な

ど
を
施
術
す
る
場
合
に
も
こ
の
様
の
諮
文
を
取
立
て

る
こ
と
が
あ
り
、
主
人
た
る
者
は
春
秩
二
季
に
之
を

宗
門
務
行
に
提
出
し
、
寺
枇
奉
行
が
取
斜
め
て
御
用

番
の
年
寄
に
差
出
す
例
で
あ
っ
た
。

テ
ラ
ウ
チ
ロ
ヲ
ノ
ジ
ヨ
ウ
寺
内
六
丞

前
凹
刺

家
に
仕
へ
て
四
百
石
を
領
し
た。

子
孫
相
裂
い
で
閉山

の
問
地
と
な
り
、

一
番
町
二
番
町
・三
番
町
及
び
共

の
約
き
な
る
臨
阿
町
凱
ぴ
に
欠
原
町
中
の
邸
地
を
買

上
げ
、
地
所
の
高
低
を
平
均
し
て
練
兵
揚
の
周
に
供

し
た
。
今
石
川
純
闘
訓
制
等
が
あ
る
。

テ
ハ
ヤ
ヒ
メ
ジ
ン
ジ
ヤ
手
速
比
時
紳
社

朋羽咋

郡
東
聞
に
鎮
座
す
る
。
式
内
容
部
社
但
に
、『
乎
辿
比

略
訓
祉
。
式
内
一
座
。
大
海
郷
東
関
村
銀
座
。
抽
出
侍

云
。
其
跡
療
費
謹
山
銀
座
。
放
栴
=
質
建
椴
到
。
大
混

一
郷
之
惣
祉
也
。
』
と
見
え
る
。
爺
し
手
辿
比
時
制
枇

の
貨
建
山
に
封
ず
る
は
、
白
山
比
時
一
柳
祉
の
白
山
に

於
け
る
が
如
く
、上
枇
と
下
枇
と
の
関
係
で
あ
ら
う
。

テ
ハ
ン
ド
ヒ
ヤ
手
剃
問
屋

故
人
に
関
所
を
遡

行
す
る
過
密
を
典
へ
た
問
屋
を
い
ふ
。
金
探
に
は
手

利
問
屋
七
人
が
あ
っ
て
、
初
は
政
人
が
治
相
む
を
求
め

る
崎、

問
屋
は
請
合
貨
を
取
り
、
町
翠
行
か
ら
切
手

脅
得
て
之
を
交
附
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
流
文
八
年

に
京
り
、
そ
の
飽
銀
そ
徴
す
る
、」
と
を
停
止
せ
ら
れ、

滞
か
ら
問
屋
一
人
に
年
輔
副
銀
五
百
日
を
奥
へ
る
こ
と

に
し
た
。
手
判
問
屋
に
は
白
山
屋

・
問
屋
な
ど
が
居

て
、
多
〈
は
石
浦
町
に
位
し
た
。

テ
マ
ハ
リ
手
廻
↓
サ
ン
ジ
ユ
ウ
ェ

y

十

人。

テ
ラ
コ
ヤ
寺
子
屋

寺
子
屋
は
そ
の
附
慌
た
ろ

者
が
悩
誌
に
之
そ
開
設
し
、
出仙
の
規
則
に
よ
っ

て
m耐

震
の
制
限
を
加
へ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
、

市
部
に
在
つ
て
は
隠
士
、
榔
村
に
在
つ
℃
は
一
制
服
・

僧
侶
・信
仰
な
ど
の
之
に
従
取
す
る
者
多
〈
、
民
間

の
資
夜
に
日
み
稲
除
裕
あ
る
者
も
、
亦
父
兄
の
依
捌

に
よ
っ
て
川
開
設
し
た
。
械
下
の
寺
子
屈
で
は
繭
工
の

子
弟
概
ね
平
易
な
る
説
部
釘
を
併
し
得
る
ま
で
怨
ん

だ
が
、
民
村
で
は
手
本
に
就
き
陶
内
申
す
る
と
川
時
に

そ
の
飽
方
荷
受
け
る
科
度
に
止
。
、
そ
れ
す
ら
巾
疏

の
地
位
に
あ
る
も
の
に
あ
ら
-
古
れ
ば
就
内申す
る
そ
得

ず
、
期
節
も
三
各
段

g
の
削
の
み
山
聞
か
れ
る
加
が
多

か
っ
た
。
士
人
の
子
弟
は
、
山
出
向
山
に
も
出
で
、
町
問

者
な
ど
に
就
い
て
も
慰
ん
だ
が
、
都
道
に
限
り
こ
の

寺
子
屋
に
入
る
の
が
切
泌
で
あ
っ
た
。
さ
号
し
た
寺

子
屋
で
は
、
午
前
を
商
工
の
子
弟
、
午
後
を
士
人
の

子
弟
と
い
ふ
や
う
に
、時
間
的
に
分
隊
し
て
ゐ
た
が
、

特
に
門
閥
の
子
却
に
は
、
寺
子
患
の
仰
附
が
制
限
し

て
教
授
し
た
。

テ
ラ
ザ
カ
ヒ
寺
境

刑
制
咋
総
本
江
の
内
の
小
字
。

明
勝
三
年
八
月
期
目
前
田
利
門前
の
印
む
に
、『
刑
制
咋
制

本
江
村
若
部
村
同
国
村
物
成
之

m』
と
あ
る
境
村
は
是

で
あ
ら
う
。

テ
ラ
ジ
寺
地

石
川
郡
官
僚
庄
に
邸
す
ろ
訴
前
。

今
大
一
点
寺
の
山
を
寺
地
山
と
い
ふ
も
、
こ
の
村
の
簡

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
結
局
犯
に
、
寺
地
の
名
は

に
仕

へ
る
。

テ
ラ
カ
ハ
寺
川

臨
向付
加
本
江
舗
の
民
谷
、
及

び
縮
到
領
の
悶
谷
一
一
令
所
よ
り
脱
出
し
、
期
叫
円
新
怖

で
邑
知
潟
に
入
る
。
疏
税
三
粁
許
。

テ
ラ
グ
チ
寺
ロ

」
モ

Y
ゼ
Y

門
前
(
以
軍
一
U
0

テ
ラ
グ
チ
ガ
ハ

寺

口
川

J
ハ
ッ
カ
ガ
ハ

入
ケ
川
。

ト
テ
ラ
シ
マ
キ
ヨ
ウ
寺
島
貌
泊
栴
此
母
・磁
入
、

訴
は
説
。
字
は
零
索
。
臨
義
・
都
府
・
乾
泉
n
v
・王制民

元
と
脱
し
て
簡
を
能
く
し
た
。
人
持
組
原
照
正
元
成

の
三
子
で
、
平
和
元
年
潟
廻
組
寺
尚
右
門山
由
利
の
後

音
寺
間
出
般
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
犯
し
て
あ
る
。

そ
の
寺
と
い
ふ
も
の
は
、
今
隣
H
m}

の
名
に
な
っ
て
ゐ

る
悶
光
寺
で
あ
ら
う
と
い
は
れ
る
。

テ
ラ
ジ
寺
地

以
車
部
下
町
野
郷
に
回
す
る
部

前
。
能
百
円
名
跡
芯
に
、『
寺
地
の
宮
の
地
内
に
蹴
般
の

地
政
と
て
あ
り
。
虫
的
簡
そ
病
む
者
は
、
県
年
の
鍛

科
目
鴨
の
木
の
容
や
こ
し
ら
へ
て
悩
へ
る
と
、
鮪
み
忽

に
治
る
こ
と
向
験
あ
ら
た
也
。
附
肝
川
上
の
者
は
況

六
出
来
よ
り
、
右
之
泊
・り
断
念
し
て
統
ナ
也。

奇
淵

あ
お
り
。
』
と
あ
弔
。

テ
ラ
ジ
テ
ン
ノ
ウ
シ
ヤ
寺
地
天
王
社

石
川
榔

寺
地
に
在
っ
て
、
今
は
八
坂
枇
と
抑
制
す
る
。
三
州
名

跡士
山に
、
寺
地
村
に
牛
踊
天
王
の
祉
が
あ
っ
て
、
簡

や
九
州
叩
む
人
似
答
脅
こ
の
枇
地
に
さ
し
む
き
-
印
刷
即
す
る

に
必
ず
治
す
る
と
あ
る

o
m川
々
上
の
岱
山
一
蹴
山
伏

白
光
寺
の
持
分
で
、
そ
の
訓
仙
聞
は
布
手
に
斧
そ
持
ち
、

岩
上
に
す
-っ
て
ゐ
た
。
一
位
前
そ
川向上
で
地
ぎ
る
等
の

も
の
は
柳
川剖
を
蒙
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
後
大
一
決

寺
の
門
に
縦
め
た
と
あ
る
。

テ
ラ
ジ
マ
寺
島

鹿
島
郡
能
B
w
m
同
な
る
佐
波
の

東
南
抑
に
あ
る
尚
。

テ
ラ
シ
マ
ウ
シ
ノ
ス
ケ
寺
島
牛
之
助

越
中
の

凶
侍
で
、
交
を
西
野
相
十
人
と
い
う
た
。
初
め
佐
々
成

政
に
仕
へ
、実
在
十
三
年
末
森
城
攻
限
に
奥
っ
た
が
、

十
抗
年
兄
槻
賂
窃
助
と
共
に
附

m利
長
に
召
出
さ

れ
、
千
五
百
石
宇
一受
け
た
。

子
孫
滞
に
引
裂
す
る
。

テ
ラ
シ
マ
オ
ウ
キ
ヨ
ウ
寺
島
廠
菱
寺
島
磁
の

娘
で
、
名
を
芯
於
と
い
ひ
、
剛山
美
文
は
王
英
と
脱
し

て
慌
を
描
い
た
。

五
六
五

を
相
関
ぎ
、
除
四
百
五
十
石
を
変
け
た
。
右
門
は
政
の

氏
兄
で
、
寺
島
一
北
郎
兵
衛
恕
叙
の
山
岡
と
な
り
、
早
附

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
続
初
め
流
政
十
二
年
収
校
誠

附
と
な
り
、
日
宇
和
三
年
六
月
高
間
町
翠
行
に
任
じ
、

文
化
三
年
七
月
之
を
悩
め
、
五
年
三
月
御
普
請
奉
行

活
分
加
入
、
八
年
間
二
刃
定
核
地
府
中
行
、
九
年
四
月

殴
作
奉
行
、
十
年
三
月
御
勝
手
方
御
用
品
批
帯
、
十
年

イ

一
月
大
坂
御
似
財
御
仕
法
宅
付
に
任
ぜ
ら
れ
、
十

二
年
八
月
役
俄
不
念
の
服
あ
る
を
以
て
之
中
心
除
き
指

如
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
十
三
年
正
且
発
さ
れ
、
文
政

元
年
八
月
印刷航
に
Mmし
唱
改
作
方
及
び
御
勝
手
方
御

用
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
恕
日
御
総
同
に
締
じ
、
二
年

E
月
役
儀
そ
除
か
れ
、同
年
=
一
月
遜
践
を
命
ぜ
ら
れ
、

七
年
二
月
犯
さ
れ
て
御
Mm
迦
縦
断
に
補
し
、
同
年
三

月
宗
門
奉
行
衆
帯
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
年
前
聞
掴
同

町
竹
仰
御
殿
に
敬
品川
局
そ
開
い
て
政
治
を
鵡
せ
し

め
、
鮎
酬
も
亦
召
さ
れ
て
局
以
の
一
人
に
列
し
た
。
然

る
に
七
且
湾
民
事
L
、
開H
務
の
政
を
親
ら
す
る
に
及

び
、
間
八
月
四
日
教
や
一
昨
隠
に
下
し
て
、
祖
宗
及
び

先
俣
の
ホ
て
た
訟
は
凡
ベ
て
之
そ
注
守
す
べ
き
こ
と

を
告
げ
た
が
、
放
は

十
五
日
訟
を
諾
老
屈
に
致
し

て
、
従
来
年
許
容
施
す
所
の
政
治
が
先
侯
の
訟
に
反

す
る
も
の
で
あ
っ
た
所
以
を
述
べ
て
そ
の
反
省
を
促

さ
ん
と
し
た。

し
か
も
年
前
等
は
抽
出
の
言
ふ
所
に
従

は
ず
、
十
二
月
却
っ
て
先
侯
の
然
令
そ
弛
め
た
の
み

な
ら
ず
、
続
が
そ
の
地
位
に
あ
ら
ず
し
て
政
治
に
容

臆
し
た
る
を
省
め
、
製
八
年
=
一
且
二
日
役
俄
を
御
う

て
話
探
せ
し
め
た
。
こ
の
諮
鴻
は
天
保
元
年
七
且
に

犯
さ
れ
た
が
、
爾
後
般
の
務
政
に
闘
す
る
論
議
に
射

し
て
耳
を
傾
け
る
も
の
多
〈
、
随
っ
て
彼
の
存
在
は

山
間
堂
の
町
民
と
な
る
に
王
っ
た
。
こ
の
際
照
明
暗
は
奥
村

策
買
を
怨
用
し
た
が
、
築
山
は
脱
弊
を
除
〈
鈴
に
本

多
数
利
容
と
掠
り
、
天
保
七
年
十
一
日
泊
四
日
磁
を
長

圃


